
9 所得税の還付申告

　マイナンバーカードをお持ちの皆さん、還付・確定申告の手続きはご自宅からの電子申告（e-Tax）
をご利用ください。
　マイナンバーカードを読み取りできるスマートフォンなら、24時間いつでもどこでも簡単に申告す
ることができ、所得税も書面提出より早く還付されるなど、便利な点がたくさんあります。
　なお、電子申告（e-Tax）を活用すると、令和6年1月4日より申告が可能です。
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